
 

 

 基 補 発 0 3 1 4 第 １ 号 

令 和 ７ 年 ３ 月 1 4 日 

 

 

都道府県労働局労働基準部長 殿 

 

 

                         厚生労働省労働基準局補償課長 

 

 

「石綿確定診断等事業について」の一部改正について 

 

石綿確定診断等事業の実施については、令和２年３月 27 日付け基補発 0327 第２号によ

り指示しているところあるが、今般、別添のとおり改めることとしたので、その的確な運

用に遺漏なきを期されたい。 



別紙１ 

 

令和２年３月27日付け基補発0327第２号「石綿確定診断等事業について」新旧対照表 

改正後 改正前 

基補発 0327 第２号 基補発 0327 第２号 

令和２年３月27日 令和２年３月27日 

改正 基補発 0314 第１号  

令和７年３月14日  

 都道府県労働局労働基準部長 殿  都道府県労働局労働基準部長 殿 

  

厚生労働省労働基準局補償課長 厚生労働省労働基準局補償課長 

  

石綿確定診断等事業について 石綿確定診断等事業について 

  

標記事業の実施については、平成24年５月22日付け基労補発0522第

１号「石綿確定診断等事業について」（以下「24年内かん」という。）

により指示してきたところであるが、標記事業は、令和２年４月１日

から独立行政法人労働者健康安全機構（以下「機構」という。）にお

いて実施することになったこと等に伴い、標記事業について下記のと

おり所要の改正をしたので、その的確な運用に遺漏なきを期されたい。 

本内かんの施行に伴い、24年内かんは廃止する。  

標記事業の実施については、平成24年５月22日付け基労補発0522第

１号「石綿確定診断等事業について」（以下「24年内かん」という。）

により指示してきたところであるが、標記事業は、令和２年４月１日

から独立行政法人労働者健康安全機構（以下「機構」という。）にお

いて実施することになったこと等に伴い、標記事業について下記のと

おり所要の改正をしたので、その的確な運用に遺漏なきを期されたい。 

本内かんの施行に伴い、24年内かんは廃止する。 

記 記 

  

１ （略） １ （略） 

  

２ （略） ２ （略） 

  



３ 石綿確定診断等の依頼対象 

  署長は、次に該当する場合は必ず、機構に対し確定診断等の依頼

を行うこと。 

⑴～⑶ （略） 

３ 石綿確定診断等の依頼対象 

  署長は、次に該当する場合は必ず、機構に対し確定診断等の依頼

を行うこと。 

⑴～⑶ （略） 

⑷ その他 

上記⑴及び⑵のほか、石綿による疾病の認定に関する医学的な事

項について、迅速・適正な事務処理の観点から、本事業に依頼する

ことが適当と判断するもの。  

なお、この場合は事前に当課職業病認定対策室に依頼の可否を協

議し、厚生労働省労働基準局補償課職業病認定対策室に協議済みで

あることを明確にした上で依頼すること。 

⑷ その他 

上記⑴及び⑵のほか、石綿による疾病の認定に関する医学的な事

項について、迅速・適正な事務処理の観点から、本事業に依頼する

ことが適当と判断するもの。  

  

４ 石綿確定診断等の依頼に当たっての留意事項 ４ 石綿確定診断等の依頼に当たっての留意事項 

⑴ 石綿確定診断等の依頼は、別途指示する方法により行うこと。  

  なお、石綿確定診断等事業に係る意見書料等については、支払

いを要しないこと。  

⑴ 石綿確定診断等の依頼は、労働局を経由することなく、署長が

直接、機構あて別紙１により書留郵便にて送付するとともに、当

該依頼書の写しを当課職業病認定対策室あて送付すること。  

なお、石綿確定診断等事業に係る意見書料等については、支払

いを要しないこと。 

 ⑵ 石綿確定診断等を依頼する際には依頼事項に関わらず、療養の

経過がわかるもの、被災労働者が死亡している場合は死亡診断書

等を添付すること。また、依頼事項ごとの添付を要する医学的資

料等は次のとおりである。 

なお、以下に示す医学的資料が入手できない場合には、入手で

きない資料の名称及びその理由を依頼書等に記載した上で、依頼

⑵ 石綿確定診断等を依頼する際に添付する医学的資料等は次のと

おりである。 

なお、以下に示す医学的資料が入手できない場合には、入手で

きない資料の名称及びその理由を依頼書に記載した上で、依頼す

ること。 



すること。 

  ア～エ （略） ア～エ （略） 

  オ 石綿小体の計測 

① 医療機関から取り寄せた肺組織（ホルマリン固定組織又は

パラフィン包埋組織） 

なお、腫瘍部から採取された肺組織、肺実質組織ではない

検体（胸膜、リンパ節等）、湿肺重量0.5g未満の非腫瘍部肺

組織、気管支鏡検査や胸腔鏡下生検にて採取された微量の検

体、未染の薄切標本やHE染色標本（スライド）、塗抹標本（細

胞診）は、石綿小体計測が不可能であるため、これらの検体

しか存在していない場合は、計測を依頼しないこと。 

② 気管支肺胞洗浄液（最低10ml以上）（医療機関で実施して

いる場合） 

③ 有意に多い石綿小体を検出した肺組織切片標本（HE染色標

本等）（医療機関で実施している場合） 

  オ 石綿小体の計測 

① 医療機関から取り寄せた肺組織（ホルマリン固定組織又は

パラフィン包埋組織） 

なお、腫瘍部から採取された肺組織、気管支鏡検査や胸腔

鏡下生検にて採取された微量の検体（0.2～0.3㎤に満たない

肺実質組織）、肺実質組織ではない検体（胸膜、リンパ節等）

は、石綿小体計測に適さないので留意すること。 

② 気管支肺胞洗浄液（最低10ml以上）（医療機関で実施して

いる場合） 

③ 有意に多い石綿小体を検出した肺組織切片標本（HE染色標

本等）（医療機関で実施している場合） 

  カ （略）   カ （略） 

 ⑶ （略）  ⑶ （略） 

５ 石綿確定診断等の結果 

委員会における石綿確定診断等の検討結果については、「別紙１ 

石綿確定診断委員会意見書の送付について」により書留郵便にて機

構から当該依頼した署長あて送付されること。 

また、署から機構あてに送付した医学的資料についても書留郵便

にて返却されること。 

５ 石綿確定診断等の結果 

委員会における石綿確定診断等の検討結果については、「別紙２ 

石綿確定診断委員会意見書の送付について」により書留郵便にて機

構から当該依頼した署長あて送付されること。 

また、署から機構あてに送付した医学的資料についても書留郵便

にて返却されること。 

６ （略）  



（削除） 

 



 

 



 



  

別添（略） 別添（略） 

 


